様式1-1
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書


                                                   　　　　     　令和　年　月　日
    分任支出負担行為担当官
   ○○森林管理署(事務所)長 殿


                                      住    所
                                      商号又は名称
                                      代表者氏名


令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

1  入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式２及び添付資料)

2  入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式３及び添付資料)

3  入札公告の2(6)エに定める専任の営業所技術者等の氏名が確認できる資料

4  入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書の写し

5  入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料

6  入札公告の2(13)に定める届出の義務の履行が確認できる資料




○／○

様式1-2 
　　　　　提出書類（競争参加資格）一覧（２回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの）
	様式名称
	 添付書類
	   提出確認
	        （省略する場合）

	様式２
	工事成績評定通知書等（写）
	 提出 ／ 省略
	 【記載例】○○年度○○地区○○工事（○月○日公告）に提出済み。（内容に異同はない。）

	
様式３
	工事成績評定通知書等（写）
	 提出 ／ 省略
	                               


	
	資格者証等【監理技術者の場合】
	

	
	監理技術者資格者証（写）
	 提出 ／ 省略
	


	
	監理技術者講習修了証等（写）
	 提出 ／ 省略
	


	
	直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に３ヶ月以上ある証明書
	 提出 ／ 省略
	


	
	資格者証等【主任技術者の場合】
	                        

	
	保有する資格・免許を確認できる書類（写）
	 提出 ／ 省略
	


	
	直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に３ヶ月以上ある証明書
	 提出 ／ 省略 
	


	
	
	
	


（注１）様式２，３の添付書類について、令和８年４月１日以降の公告日における○○森林管理署(事務所)への入札参加が２回目以降となる場合は、令和８年４月１日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。
　　　　なお、令和８年４月１日以降の公告において、○○森林管理署(事務所)への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。

（注２）入札公告において明示した資格、実績又は試験（以下「資格等」という）を工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のＣＯＲＩＮＳ登録の有無欄にＣＯＲＩＮＳ登録番号を記載することにより工事カルテ（写）の添付を省略できるものとする。
　ただし、ＣＯＲＩＮＳで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。
　　　　①　同種工事の施工実績〈様式２〉
　　　　②　配置予定の主任（監理）技術者の資格・同種工事の経験〈様式３〉
○／○


様式２
同種工事の施工実績
                                               会社名：
  同種工事:入札説明書4.の(4)による
	   　項　　目 
	

	
工 
事 
名 
称 
等 

	  工事名
	

	
	  発注機関名
	

	
	施工場所
	  (都道府県名・市町村名)

	
	契約金額
	

	
	  工期
	  令和　年　月　から　令和　年　月

	
	受注形態等
	  単体 ／　共同企業体 (出資比率)

	
	CORINS登録有無
	   有  (CORINS登録番号)            無

	
工 
事 
概 
要 
等 
	工種
	

	
	規模・寸法 
	

	
	
	

	
	
	

	備　　考
	

	
	



○／○

(備考)1  平成23年４月１日から令和８年３月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを１件記載する。
ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格２級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ１件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事１件でよい。)。
2  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。
3  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。

様式３
配置予定の主任（監理）技術者の資格・同種工事の経験


会社名：
	従事役職
	主任技術者又は監理技術者

	氏名
	

	最終学歴
	○○大学○○学科	年卒業

	土木工事に関する実務経験年数
	　　　　　　　　　　　　　　年

	
法令に関する資格・免許
	１級土木施工管理技士	○○年○○月取得（登録番号：○○○）
監理技術者資格者証	○○年○○月取得 （登録番号：○○○）

	工事経験の概要
	工事名
	

	
	発注機関名
	

	
	施工場所
	（府県名：市町村名）

	
	契約金額
	

	
	工	期
	○○年○○月○○日～○○年○○月○○日

	
	従事役職
	現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者

	
	工事内容（工種）
	

	
	受注形態
	単体/JV（出資比率）

	
	CORINS登録の有無
	有（CORINS登録番号）	・	無

	申請時における他の工事状況
	工事名
	

	
	発注機関名
	

	
	工期
	

	
	従事役職
	

	
	本工事と重複する場合の対応措置
	

	
	CORINS登録の有無
	有（CORINS登録番号）　・　無

	ヒアリング対象者
	

	専任の営業所技術者等氏名
	



○／○

注1  申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式３を複写し作成すること。
2  工事経験の概要については、平成23年４月１日から令和８年３月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な１件を記入する。
ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格２級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ１件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事１件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。
なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。
3  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。
4  配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。
5  複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。
6  建設業法第７条第２号、第15条第２号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書（変更届を含む。）」の写し等。)を添付すること。
7　市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。


様式4-1
令和○○年○○月○○日

    分任支出負担行為担当官
   ○○森林管理署(事務所)長 殿


                                                住所
                                                商号又は名称
                                                代表者 


技術提案書の提出について

令和  年 月  日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。
なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記
１ 簡易な施工計画
(1)  工事の実施手順等(様式５)
(2)  施工上の課題に係わる技術的所見(様式６)
２ 企業の施工実績
  (1)  過去15年間の同種工事の施工実績(様式２及び添付資料)
(2)  過去3年間の管内の直轄工事成績(様式7-1及び添付資料)
(3)  過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式９及び表彰状の写し)
(4)  過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式7-2及び添付資料)
３ 配置予定技術者の能力
(1)  配置予定の主任（監理）技術者の資格・同種工事の経験(様式８及び添付資料)
４ 企業の信頼性・地域への貢献
(1)  本店、支店又は営業所の所在（様式９及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し）
(2)  過去2年間の災害時等における活動実績(様式９及び協定書と活動実績を証明する書面の写し)
(3)  過去2年間の国土緑化活動(様式９及び活動実績を証明する書面の写し)
(4)  過去2年間のボランティア活動(様式９及び活動実績を証明する書面の写し)
  (5)　ワーク・ライフ・バランス等の推進（様式10-1､10-2及び添付資料）
  (6)  森林土木工事における週休２日の取組（様式９及び実績証明書の写し）
  (7)  従業員への賃金引上げ計画表明書（様式11及び添付資料）
(8)  緊急応急工事の施工実績(様式13及び添付資料)

注1:資料の容量が10MBを超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。
2:2(2)から(4)、4(2)から(8)については、該当する場合にのみ作成し、添付するものとする。

○／○

様式4-2

　　　提出書類一覧（技術提案書）（２回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの）
	様式名称
	 添付書類
	   提出確認
	        （省略する場合）

	様式２
	工事成績評定通知書等（写）
	提出 ／ 省略
	【記載例】○○年度○○地区○○工事（○月○日公告）に提出済み。（内容に異同はない。）

	様式7-1
	工事成績評定通知書等（写）
	 提出 ／ 省略
	

	様式7-2
	施工実績を証明する書類（写）
	 提出 ／ 省略
	

	
	工事成績評定通知書等（写）
	提出 ／ 省略
	


	様式８
	資格者証等【監理技術者の場合】
	

	
	監理技術者資格者証（写）
	提出 ／ 省略
	

	
	監理技術者講習修了証等（写）
	提出 ／ 省略
	

	
	直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に３ヶ月以上ある証明書
	提出 ／ 省略
	

	
	資格者証等【主任技術者の場合】
	

	
	保有する資格・免許を確認できる書類（写）
	提出 ／ 省略
	

	
	直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に３ヶ月以上ある証明書
	提出 ／ 省略
	

	様式９
	表彰状（写）
	提出 ／ 省略
	

	
	競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等（写）
	提出 ／ 省略
	

	
	協定の写し及び活動実績を証明する書面
	提出 ／ 省略
	

	
	国土緑化過活動を証明する書面
	提出 ／ 省略
	

	
	ボランティア活動を証明する書面
	提出 ／ 省略
	

	
	週休２日の取組実績証明書等（写）
	提出 ／ 省略
	

	様式10-1
	認定通知書（写）
	 提出 ／ 省略
	


	
	一般事業主行動計画策定・変更届（写）
	 提出 ／ 省略
	


	様式10-2
	若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面（写）
	 提出 ／ 省略 
	


	様式11
	法人税申告書
別表１（写）
	 提出 ／ 省略
	

	様式13
	緊急応急工事の
施工実績を証明する書類（写）
	 提出 ／ 省略
	




○／○

（注１）令和８年４月１日以降の公告日における○○森林管理署(事務所)への入札参加が２回目以降となる場合は、令和８年４月１日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。
　　　　なお、令和８年４月１日以降の公告において、○○森林管理署(事務所)への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。

（注２）様式２の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任（監理）技術者の資格・同種工事の経験資格、実績（以下「資格等」という）を工事実績情報システム（CORINS）の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ（写）の添付を省略できるものとする。
　ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。　　　
　




様式５
工事の実施手順等
（工事名　　　　　　　　　　　　　　　）
会社名:○○(株)
	工期設定と実施手順






現場条件への対応






安全対策等



注１　本工事の工期設定について、着手時期（○月上旬等）、完成時期（○月中旬等）等を記載すること。
２　本工事の実施手順について、着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載すること。

○／○

 様式６
施工上の課題に係わる技術的所見
（工事名　　　　　　　　　　　）
会社名:○○(株)
	 ◆ 施工上の課題
	

	
	



	項  目
	具体的な対策方法

	
	




































	
	


注１　施工上の課題欄について、入札説明書6.の(4)ア）に示す施工上の課題を記載すること。

○／○

様式２
同種工事の施工実績
                                               会社名：
  同種工事:入札説明書4.の(4)による
	   　項　　目 
	

	
工 
事 
名 
称 
等 

	  工事名
	

	
	  発注機関名
	

	
	施工場所
	  (都道府県名・市町村名)

	
	契約金額
	

	
	  工期
	  令和　年　月　から　令和　年　月

	
	受注形態等
	  単体 ／　共同企業体 (出資比率)

	
	CORINS登録有無
	   有  (CORINS登録番号)            無

	
工 
事 
概 
要 
等 
	工種
	

	
	規模・寸法 
	

	
	
	

	
	
	

	備　　考
	

	
	



○／○

(備考)1  過去15年間（平成23年４月１日から令和８年３月31日）に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを１件記載する。
ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格２級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ１件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事１件でよい。)。
2  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。
3  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。


 様式7-1

過去３年間の管内の直轄工事成績


                                                     会社名：○○○(株)　　　　　

   
	

番号

	

 工 事 名

	

発注機関名

	
受注

形態
	
完成

年度
	

 評定点

	

低入札価格調査対象工事の
該当の有無

	1
	○○○山腹工事
	○○森林管理署
	元請
	○○
	  ○○
	   該当  

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



○／○

注1  近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去３年間(令和５年４月１日から令和８年３月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注2  調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。












 様式7-2
過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績

                                                                   会社名：○○○（株）　　　　

	工事名称等
	工事名称
	 

	
	発注機関名
	

	
	施工場所
	 (府県名、市町村名)

	
	契約金額
	

	
	完成年度
	

	
	受注形態等
	 単 体 / J V(出資比率)

	工事の概要
	工 種
	 （例）山腹工


	
	規模・寸法等
	 （例）H=6.0m L=24.0m V=800m3

	 CORINS登録の有無
	 有(CORINS登録番号)  無

	
	



○／○

注1  入札説明書8の(4)のアに記載する近隣地域内において、過去５年間(令和３年４月１日から令和８年３月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。
注2  CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。
注3  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。
注4  近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。


様式８
配置予定の主任（監理）技術者の資格・同種工事の経験

会社名：
	従事役職
	主任技術者又は監理技術者

	氏名
	

	最終学歴
	○○大学○○学科	年卒業

	
法令に関する資格・免許
	１級土木施工管理技士	○年○月取得（登録番号：○○○）
監理技術者資格者証	○年○月取得 （登録番号：○○○）

	工事経験の概要
	工事名
	

	
	発注機関名
	

	
	施工場所
	（府県名：市町村名）

	
	契約金額
	

	
	工	期
	○年○月○日～○年○月○日

	
	従事役職
	現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者

	
	工事内容（工種）
	

	
	受注形態
	単体/JV（出資比率）

	
	CORINS登録の有無
	有（CORINS登録番号）	・	無

	継続教育（CPD）
	過去３年間の取得ポイント　　　　　点



○／○

注1  工事経験の概要については、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な１件を記入する。
ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格２級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ１件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事１件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。
なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。
2  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。
3  配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。
4　複数の技術者を登録する場合は、様式８を複写し作成すること。



様式９
企業の施工実績及び企業の信頼性・地域への貢献

会社名：○○○（株）　　　　

	
項 目
	
具体的な項目

	
該当項目に○

	
優良工事表彰

	
過去10年間（平成28年４月１日から令和８年３月31日）に受けた優良工事表彰実績（農林水産大臣・林野庁長官・
近畿中国森林管理局長）
近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。

	
農林水産大臣
・
林野庁長官
・
近畿中国
森林管理局長
・
無


	
本店・支店又は営業所の所在地
	
住所　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　

本工事を発注する森林管理署又は森林管理事務所の管轄区域にある本店・支店又は営業所の住所
	

有 ・ 無

	
災害時における活動実績
	
過去２年間（令和６年４月１日から令和８年３月31日）に近畿中国森林管理局と締結した協定に基づく活動実績（１回又は２回以上）

又は

近畿中国森林管理局管内の行政機関と締結した協定に基づく活動実績

	
２回以上

１回


　　有

　　無

	
国土緑化活動に対する取組
	
過去２年間（令和６年４月１日から令和８年３月31日）に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとした国土緑化活動
	

有 ・ 無

	
ボランティア活動の実績
	
過去２年間（令和６年４月１日から令和８年３月31日）に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしたボランティア活動

	

有 ・ 無

	
週休２日の取組実績
	
過去１年間（令和７年４月１日から令和８年３月31日）に通知を受けた週休２日の取組実績（森林土木工事に限る。）

	有 ・ 無



○／○
注　確認できる資料を添付してください。確認資料の添付がない場合は加点されません。

様式10-1


     ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について


 １ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）に基づく認定等

   ○　「えるぼし認定」を取得している。         【 該 当 ・ 該 当 し な い 】

   ○  「プラチナえるぼし認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】

   ○　女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        【 該 当 ・ 該 当 し な い 】


 ２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定

   ○ 「くるみん認定」を取得している。          【 該 当 ・ 該 当 し な い 】

   ○ 「トライくるみん認定」を取得している。    【 該 当 ・ 該 当 し な い 】

   ○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。  【 該 当 ・ 該 当 し な い 】


 ３ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定

   ○「ユースエール認定」を取得している。       【 該 当 ・ 該 当 し な い 】


 ４ 若手技術者等の確保・育成への取組状況
　　若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式10-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。




   ※  １～３について、該当又は該当しないに○を付けること。
　 ※  該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し）を添付すること。




○／○

様式10-2


　　　　若手技術者等の確保・育成への取組状況について
　　　　　（企業の信頼性・地域への貢献等の状況）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名：
	
  概ね過去３年間（令和５年４月１日から本工事に係る入札公告日の前日まで）における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。

	

□　若手技術者の雇用実績
    概ね過去3年間以内に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し等雇用状況が確認できる資料を添付する。


□　若手技術者の資格取得への支援
　　35歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業　が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。


□　インターンシップの受入
　　インターンシップを受入れた実績の確認できる書類（処遇確認書、誓約書など、　受入者と取り交わした書類等）の写しを添付する。


□　採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動
　　説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実　績の確認できる資料の写しを添付する。


□　その他の取組
    上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。



	



○／○

様式11


従業員への賃金引上げ計画の表明書


【大企業用】
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○年12月31日））において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とすることを
表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。　　　状況に応じ何れかを選択（※）
· 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

【中小企業等用】
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○年12月31日））において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率1.5％以上とすることを
表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。　　　状況に応じ何れかを選択（※）
· 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

【以下は、大企業、中小企業等共通】
令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　（住所を記載）
　代表者氏名　○○　○○　　

　上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　従業員代表　　　　　　　　　　氏名　○○　○○　　印
　給与又は経理担当者　　　　　　氏名　○○　○○　　印

○／○


様式11（裏）

（留意事項）
１　この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。

大企業：中小企業等以外の者をいう。
中小企業等：法人税法第66条第２項又は第３項に該当する者をいう。
ただし、同条第５項に該当する者は除く。

２　事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月（本表明書に記載の事業年度の終了月）の末日から起算して３ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。
また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の３月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
· 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限
· 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから１年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後３ヶ月以内
· 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から３ヶ月以内
· 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間
なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。

３　事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から１年間の賃上げ実績を評価することができます。
①　契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること
· 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
②　企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）
· この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。

４　上記２若しくは３の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記２若しくは３の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。
　　ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。

５　上記４による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。

○／○

様式12-1	【大企業用】 
 
従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１	賃上げ実績 
 
	前年(度)の給与等平均受給額 ① 

	当年(度)の給与等平均受給額 ② 

	賃上げ率
（②／①－１）
 ×100 

	賃上げ基準
 


	達成状況




	 
 

	 


	％ 


	％ 


	達成／未達成 



 
２	使用した書類 
２	使用した書類 
 
	
□ 

	
法人事業概況説明書 


	【算出方法】　　   　「「10主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」÷「「４期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する




	
□ 

	
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 


	【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 
「人員」で算出した金額を前年と比較する 



 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
年	月	日 　株式会社〇〇〇〇 
（住所を記載） 
代表者氏名	〇〇	〇〇 


（留意事項） 
前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 

様式12－2	【中小企業等用】 
 
従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１	賃上げ実績 
 
	前年(度)の給与
総額	① 


	当年(度)の給与
総額 ② 


	賃上げ率 
（②／①－１）
×100 

	賃上げ基準



	達成状況




	 
 

	 


	％ 


	％ 


	達成／未達成




 
２	使用した書類 
 
	
□ 

	
法人事業概況説明書 


	【算出方法】「「10主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」で算出
した給与総額を前年度と比較する




	
□ 

	
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 


	【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」
で算出した給与総額を前年と比較する 



 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 
年	月	日 　株式会社〇〇〇〇 
（住所を記載） 
代表者氏名	〇〇	〇〇 


（留意事項） 
前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。


別紙３

１　確認書類の提出方法
○　賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【（税理士等第三者が作成・証明する場合）又は（事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合）】を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※　内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※　仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※　なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

２　「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
○　中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○　各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○　入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※　なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※　例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※　ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。

【具体的な場合の例】

〇　各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する

・　ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・　定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・　ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・　働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・　災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・　業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

〇　入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や　補完が行われたもので評価する

・　実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・　実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・　実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・　役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・　令和８年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和８年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。

※　なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
 








（税理士等第三者が作成・証明する場合）


賃金引上げ計画の達成について

私は、〇〇株式会社が、令和○年度（令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度）（又は○年）において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容）
（記載例１） 
評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

（記載例２） 
評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。



令和	年	月	日

（住所を記載）
（税理士又は公認会計士等を記載）	氏名	○○	○○


（添付書類）
　　・〇〇〇
　　・〇〇〇


（事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合）


賃金引上げ計画の達成について


　当社は、令和○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度）（又は○年）において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。

令和〇年〇月〇日
（住所）
（法人名）株式会社〇〇〇〇
代表取締役　〇〇　〇〇

（添付書類）
・〇〇〇
・〇〇〇



上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。

令和〇年〇月〇日
（住所）
（公認会計士等の氏名）


※	上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。

様式13
緊急応急工事の施工実績

                                                                   会社名:○○○(株)

	
工 事 名称
	工事名称
	   〇〇緊急応急工事                                       

	
	発注機関名
	                                           

	
	施工場所
	 (府県名、市町村名)

	
	契約金額
	

	
	完成年度
	

	工事の概要
	工 種
	 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去

	
	規模・寸法等
	

	 CORINS登録の有無
	 有(CORINS登録番号)  無

	
	



※近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、過去２年間（令和６年４月１日から令和８年３月31日）加点の対象となるので、本様式に代表的な工事１件を記載し、必要な資料を添付すること。

注1  入札説明書の6(4)ウ）(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事１件を記載すること。
注2  CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。
注3  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。
注4  近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。

○／○




別紙

施工体制確認型総合評価落札方式について

1  調査基準価格
   調査基準価格は、入札説明書17の(1)による。

2  ヒアリングのための追加資料
　 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式（局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照）の提出を求めるものとする。なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。
VE提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
ア  当該価格で入札した理由(追加資料様式1)
イ  積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(追加資料様式2-1)
ウ  積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)
エ  一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)
オ  VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)
カ  下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)
キ  配置予定技術者名簿(追加資料様式5)
ク  手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)
ケ  手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)
コ  契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)
サ  手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)
シ  資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)
ス  手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)
セ  機械リース元一覧(追加資料様式9-2)
ソ  労務者の確保計画(追加資料様式10-1)
タ  工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)
チ  建設副産物の搬出地(追加資料様式11)
ツ  建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)
テ  品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)
ト  品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)
ナ  品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)
ニ  安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)
ヌ  安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)
ネ  安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)
ノ  安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)
ハ  信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)
ヒ  施工体制台帳(追加資料様式16)
フ  過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)

3  審査方法の概要
施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文6.の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書8の(3)のイ)及び技術提案に係る加算点(入札説明書8の(4)のうち評価項目「簡易な施工計画」)は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。
    【審査項目】
①  建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)
②  安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)
③  その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
    【審査項目】
①  下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。
②  施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。
③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。
(4) 技術提案の実施に係る確実性の評価
事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書8の(2)のイの加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。


